
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）イタコン酸とポリオキシエチレンアルキルエーテルとの半エステルまたはメタク
リル酸とポリオキシエチレンアルキルエーテルとのエステル、および（ｂ）アクリル酸、
メタクリル酸およびそれらのアルキルエステルから選ばれる少なくとも一つのモノマーか
ら成る共重合体から選ばれる１種以上のアクリル酸系アニオン性高分子重合体を含有し、
酸化染毛剤や、パーマネントウェーブ用剤あるいは縮毛矯正剤の施術における後処理剤又
は中間処理剤として用いられることを特徴とする毛髪処理剤組成物。
【請求項２】
　さらにカチオン性高分子重合体を含有することを特徴とする請求項１に記載の毛髪処理
剤組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、毛髪処理剤組成物に関するものであり、詳しくは、染毛剤やパーマネントウェ
ーブ用剤等のアルカリ性薬剤で処理された毛髪から残留アルカリを除去し、毛髪損傷を抑
えるための毛髪処理剤組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
染毛剤で最も広く使われているのはアルカリ性の酸化染毛剤である。これは酸化染料と酸
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化剤を含みｐＨ９～１１程度に調整された組成物を毛髪に塗布し、染毛する工程をとる。
アルカリ剤にはアンモニアやアルカノールアミンが汎用されている。
【０００３】
一方、パーマネントウェーブ用剤や縮毛矯正剤などの毛髪変形剤は、還元性物質とアルカ
リ剤とを含む第１剤で処理した後、酸化剤を含む第２剤で処理することにより、毛髪にウ
ェーブを与え、あるいは癖毛を直すものである。第１剤はｐＨ８．０～１０．０に調整さ
れ、アルカリ剤はアルカノールアミンが汎用されている。第２剤は、酸化剤の主流である
臭素酸塩を主剤とするものは、その安定性を確保するためにｐＨが中性～弱アルカリ性に
保たれている。
【０００４】
これら染毛剤やパーマネントウェーブ用剤で処理された毛髪はシャンプー等で洗い流され
るが、組成物に配合されているアルカリが毛髪内部に浸透しているため、毛髪のｐＨはア
ルカリ性側にある。アルカリ剤としてアンモニアが使用されている場合は、アンモニアが
徐々に揮発していくため、毛髪のｐＨは徐々に弱酸性に近づいて行くが、アルカノールア
ミンが使用されている組成物は、これが毛髪に残留し、なかなか除去されない。これを放
置しておくと、毛髪損傷を引き起こす要因となったり、次第に毛髪がぱさつき、感触が悪
くなることが知られている。
【０００５】
施術後にヘアーリンスを使用することにより一時的に毛髪表面のアルカリを除去すること
もあるが、今日のヘアーリンス剤は第４級アンモニウム塩が主成分であり、必ずしも酸性
とは限らない。また酸が配合されているものは酸度が高く、毛髪に適用すると急激なｐＨ
変化により毛髪が収縮し、毛髪表面にしわの寄った状態、いわゆるリンクルケアになる可
能性がある。
【０００６】
従って、毛髪内の残留アルカリを穏やかにかつ十分に中和低減することにより毛髪損傷を
防ぎ、さらに毛髪の感触を良くする方法が求められていた。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
かかる実状において本発明者は鋭意研究を行った結果、特定のアニオン性高分子化合物を
毛髪処理剤に配合することにより、毛髪残留アルカリを穏やかに十分中和することができ
、染毛剤やパーマネントウェーブ用剤施術後の感触を向上することができることを見いだ
し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
すなわち、本発明は、特定のアクリル酸系アニオン性高分子重合体を含有し、アルカリ性
薬剤処理後の毛髪に適用することを特徴とする毛髪処理剤組成物を提供するものである。
以下、本発明について詳述する。
【０００９】
本発明に用いられるアニオン性高分子重合体は、（ａ）イタコン酸とポリオキシエチレン
アルキルエーテルとの半エステルまたはメタクリル酸とポリオキシエチレンアルキルエー
テルとのエステル、および
（ｂ）アクリル酸、メタクリル酸およびそれらのアルキルエステルから選ばれる少なくと
も一つのモノマー
から成る共重合体から選ばれる１種以上のアクリル酸系アニオン性高分子重合体これらの
物質は、Ａｃｒｙｌａｔｅｓ／Ｓｔｅａｒｅｔｈ－２０  Ｉｔａｃｏｎａｔｅ  Ｃｏｐｏｌ
ｙｍｅｒ、Ａｃｒｙｌａｔｅｓ／Ｃｅｔｅｔｈ－２０  Ｉｔａｃｏｎａｔｅ  Ｃｏｐｏｌｙ
ｍｅｒ、Ａｃｒｙｌａｔｅｓ／Ｓｔｅａｒｅｔｈ－２０  Ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ  Ｃｏ
ｐｏｌｙｍｅｒあるいはＡｃｒｙｌａｔｅｓ／Ｃｅｔｅｔｈ－２０  Ｍｅｔｈａｃｒｙｌ
ａｔｅ  Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒという名称で知られる。
【００１０】
本発明で用いられるアニオン性高分子化合物は酸性物質であるため、毛髪残留アルカリを

10

20

30

40

50

(2) JP 4007724 B2 2007.11.14



消費して中和する役割を担う。この目的は、従来より用いられるアクリル酸系やメタクリ
ル酸系のアニオン性高分子重合体であれば達せられる。例えばカルボキシビニルポリマー
に代表されるアクリル酸系のアニオン性高分子重合体等は、アルカリ剤で中和することに
より増粘するため、ゲル化剤としてよく用いられるが、水に投入すると未中和（酸性）の
状態でも懸濁し増粘する性質を持ち、ゲル状を呈する。従って、アルカリ中和効果が期待
できるほどの量を配合しようとすると粘度がかなり高くなり、毛髪に均一に塗布すること
が難しくなる。そして元々粘性を持つ乳化物や乳液へ配合することはさらに困難で、組成
物の粘度調節も難しくなる。また、ゲル状であると流動性が低いため、毛髪表面に接触す
るカルボキシビニルポリマー分子の入れ替わりが少なく、中和効率の悪いものとなる。
【００１１】
一方、本発明の組成物によれば、酸性～中性付近ではゲル化することはなく液状である。
そのため、乳化物や乳液への配合が容易であり、その他様々な剤型への応用が可能である
。そして毛髪に均一に適用することが容易であり、流動性もあるため、毛髪表面に接触す
る本発明の共重合体の入れ替わりもスムーズに行われ、中和効率が良く、十分に毛髪残留
アルカリを除去することができる。
【００１２】
本発明のアニオン性高分子重合体の配合量は、好ましくは０．０１～１０重量％である。
０．０１重量％より少ないと十分な残留アルカリ中和作用を示さず、１０重量％より多く
てもそれ以上の効果は期待できず、経済的でない。より好ましくは、０．１～５．０重量
％である。
【００１３】
本発明の組成物にカチオン性高分子重合体を配合すると、処理後の毛髪の感触がさらに良
くなる。カチオン性高分子重合体としては、例えば、ポリマー鎖に結合してアミノ基又は
アンモニウム基を含むか、又は少なくともジメチルジアリルアンモニウムハライドを構成
単位として含む水溶性のものであり、カチオン化セルロース誘導体、カチオン化グアーガ
ム誘導体、ジアリル４級アンモニウム塩／アクリルアミド共重合物及び４級化ポリビニル
ピロリドン誘導体などが挙げられる。
【００１４】
カチオン化セルロース誘導体の市販品としては、ライオン（株）のレオガードＧ，ＧＰ、
ユニオンカーバイド社のポリマーＪＲ－１２５，ＪＲ－４００，ＪＲ－３０Ｍ，ＬＲ－４
００，ＬＲ－３０Ｍ、ナショナルスターチアンドケミカル社のセルコートＨ－１００，Ｌ
－２００等が挙げられる。カチオン化グアーガム誘導体の市販品としては、ＲＨＯＮＥ－
ＰＯＵＬＥＮＣ社のジャグアーＣ－１３Ｓ，同－１４Ｓ，同－１７，同－２１０，同－１
６２，ＨＩ－ＣＡＲＥ１０００等が挙げられる。カチオン性のジアリル４級アンモニウム
塩／アクリルアミド共重合物としては、市販品としては、メルク社のマーコート１００，
５５０などが挙げられる。４級化ポリビニルピロリドン誘導体としては市販品としては、
アイエスピー・ジャパン（株）のガフコート７３４，７５５，７５５Ｎ等が挙げられる。
【００１５】
これらの中でもカチオン化セルロース誘導体およびジアリル４級アンモニウム塩／アクリ
ルアミド共重合物が好ましい。
【００１６】
カチオン性高分子重合体は、本発明のアニオン性高分子重合体とイオン的にコンプレック
スを形成すると考えられ、アニオン性高分子重合体による残留アルカリ中和能を確保する
ためにも、カチオン性高分子重合体の配合量は、重量比でアニオン性高分子重合体の５～
９５％が適当である。
【００１７】
この他、必要に応じて高級アルコール、多価アルコール、シリコーンやトリグリセライド
等の油分、界面活性剤、高分子物質、ｐＨ調整剤、金属封鎖剤、アミノ酸、蛋白質加水分
解物、香料、防腐剤、抗炎症剤、着色料、サンスクリーン剤、ビタミン剤、噴射剤等を配
合してもよい。
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【００１８】
本発明の毛髪処理剤組成物は、染毛剤やパーマネントウェーブ用剤の施術に於ける後処理
剤や中間処理剤として用いられる。後処理剤としては、シャンプーやリンスの形態をとる
こともできる。中間処理剤としては主にパーマネントウェーブ用第１剤適用後の中間酸リ
ンスの替わりで用い、本発明の毛髪処理剤組成物は一般の中間酸リンスのように酸度が高
くないため、急激なｐＨ変化により毛髪が収縮しリンクルケアになることもなく、特に効
果的である。
【００１９】
本発明の毛髪処理剤の剤型は、液状および泡状が好ましく、目的次第ではクリーム状やゲ
ル状とすることもできる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
次に本発明を実施例を挙げて詳細に説明するが、本発明は以下の実施例により限定される
ものではない。
【００２１】
【実施例】
実施例１～２および比較例１～２（毛髪後処理剤：液状タイプ）
表１に実施例１～２および比較例１～２を示す。
【００２２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２３】
下記の酸化染毛剤を使用して、通常の染毛方法によりパネラーを施術した。シャンプー後
、実施例１～２と比較例２の毛髪処理剤組成物を適量塗布し、１０分間放置後洗い流し、
乾かした。尚、比較例１は毛髪処理剤組成物使用しない場合である。
【００２４】
＜酸化染毛剤第１剤＞　　　　　　　　　　　重量％
パラフェニレンジアミン　　　　　　　　　　０．７
パラトルイレンジアミン　　　　　　　　　　０．８
レゾルシン　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２
パラアミノフェノール　　　　　　　　　　　０．３
モノエタノールアミン　　　　　　　　　　　５．０
セトステアリルアルコール　　　　　　　　　８．０
ＰＯＥセチルエーテル　　　　　　　　　　　３．０
ラウリル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　１．０
ポリエチレングリコール　　　　　　　　　　５．０
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精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
＜酸化染毛剤第２剤＞　　　　　　　　　　　重量％
３５％過酸化水素水　　　　　　　　　　　１５．０
ＥＤＴＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
フェナセチン　　　　　　　　　　　　　　　０．１
セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　５．０
ラウリル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　１．５
ＰＯＥノニルフェニルエーテル　　　　　　　２．０
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００２５】
プレーンリンス時、仕上がり時および１ヶ月後の毛髪の感触、施術直後と２週間後の毛髪
残留アルカリ量について、以下の基準で評価した。
＜評価基準＞
１．毛髪の感触
◎：非常に良好
○：良好
△：やや劣る
×：劣る
２．毛髪残留アルカリ量
各パネラーより毛髪を０．２ｇ採取し、１００ mlの蒸留水に浸漬し、穏やかに攪拌した。
５分後のｐＨを測定して、残留アルカリ量の目安とした。
これらの結果を表１に示す。
【００２６】
実施例１は適度な粘度を有し、塗布しやすく、また結果から分かるように、いずれの評価
も良好であった。さらに、カチオン性高分子重合体を配合するとさらに感触が良好となる
ことがわかる。比較例１は後処理していない毛髪で、アルカリが多く残留していることを
示している。また比較例２はポリアクリル酸を使用した例で、粘度が高すぎるため使い勝
手が悪く、また、残留アルカリは除去されたが、感触的に劣るものであった。
【００２７】
実施例３および比較例３～４（パーマ用中間処理剤：液状タイプ）
表２に実施例３および比較例３～４を示す。
【００２８】
【表２】
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【００２９】
下記パーマネントウェーブ用剤を用いて通常のパーマネントウェーブ方法によりパネラー
を施術した。その際、第１剤処理後に中間処理剤として実施例２～３および比較例３の組
成物を使用した。使用方法は、第１剤処理後に中間処理剤を適量適用し、洗い流した後第
２剤を適用した。
【００３０】
＜パーマネントウェーブ用第１剤＞　　　　　　　　　重量％
５０％チオグリコール酸アンモニウム　　　　　　　１２．０
２８％アンモニア水　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　２．５
ＥＤＴＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
ＰＯＥオレイルエーテル　　　　　　　　　　　　　　０．３
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
＜パーマネントウェーブ用第２剤＞　　　　　　　　　重量％
臭素酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
ＰＯＥノニルフェニルエーテル　　　　　　　　　　　０．５
ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン　　　　　　　　２．０
クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
【００３１】
パーマ処理後の毛髪の残留アルカリ量について、上記と同じ基準で評価した。また毛髪表
面を顕微鏡観察し、表面収縮の有無を見た。
＜評価基準＞
３．毛髪表面収縮
○：収縮なし
×：収縮あり
結果を表２に示す
【００３２】
実施例３と比較例４はロッドに巻いた毛髪に中まで浸透した。実施例３は毛髪収縮なく、
残留アルカリが除去されているが、通常の酸リンスに相当する比較例４では残留アルカリ
は除去されているが毛髪の収縮が伴っていた。比較例３はカルボキシビニルポリマーを使
用した組成物であるが、粘度が高くなり、ロッドに巻いた毛髪の中まで十分に浸透させる
ことができず、中間処理剤として使用するには不適当であった。
【００３３】
実施例４（毛髪後処理剤：乳液タイプ）　　　　　　　重量％
Acrylates/Ceteth-20 Itaconate Copolymer　　　　　  １．２
ヒドロキシエチルセルロースヒドロキシプロピル
トリメチルアンモニウムクロリドエーテル　　　　　０．５
セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　１．５
ＰＯＥラウリル硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　２．０
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　５．０
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
常法にて実施例４を調整した。
【００３４】
実施例５（毛髪後処理剤：エアゾールタイプ）
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原液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer　　　　  １．５
塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド
共重合体液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
ステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　１．０
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　　　０．２
ＰＯＥ（５）ラウリルエーテル　　　　　　　　　　　０．５
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適　量
原液：噴射剤（ＬＰＧ）＝９６：４の比でエアゾール缶に充填し、実施例５を調整した。
【００３５】
アルカリ性酸化染毛剤で染毛した毛髪に実施例４または５を適用し洗い流すと、実施例１
と同様に毛髪残留アルカリが中和され、かつ良好な感触がえられた。
【００３６】
【発明の効果】
酸化染毛剤や、パーマネントウェーブ用剤あるいは縮毛矯正剤の第１剤施術後にアルカリ
性になった毛髪の残留アルカリを中和低減し、毛髪損傷を防ぎ、さらに毛髪の感触を良く
する毛髪処理剤組成物を提供することができる。
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